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～骨粗鬆症の薬物療法と投薬に関する注意～

 岡山県医師会理事　尾﨑　敏文

　近年、骨粗鬆症治療として、様々な骨代謝のメカニズムに作用する注射製剤が発売され
ています。いずれの薬剤も強い骨折予防効果がありますが、治療の選択肢が広がった一方
で投与方法には注意が必要となります。
　ロモソズマブは、骨形成促進作用がある月１回の注射製剤で、低カルシウム血症のリス
クがあるため、ビタミンＤ製剤との併用が必要です。また、心血管疾患を発症するリスク
があるため、心血管疾患の既往歴がある患者さんへの投与は慎重にすべきです。同じく、
骨形成促進作用のあるテリパラチドは、１日１回・週２回の自己注射製剤と医療機関で投
与される週１回注射製剤があります。投与方法の選択が可能ですが、投与直後に血圧低下・
眩暈・悪心などが生じることがあるため、初回投与はできるだけ医療機関で実施し、30分
程の観察が望まれます。また、高カルシウム血症のリスクがあるため、ビタミンＤ製剤や
カルシウム製剤との併用は避けるべきです。
　デノスマブは、強力な骨吸収抑制作用がある６カ月に１回の注射製剤ですが、低カルシ
ウム血症のリスクがあるため、ビタミンＤ製剤やカルシウム製剤との併用が必要です。ま
た、休薬により急激に骨吸収が亢進するオーバーシュートという現象が生じ、骨密度が低
下し、圧迫骨折が多発するケースが多く報告されているため、休薬は慎重にすべきです。
ビスホスホネートも骨吸収作用のある薬剤で、経口製剤に加え、月１回や年１回の静脈注
射製剤があり選択肢が最も多い薬剤です。
　このように、多くの薬剤が選択可能となったことで、大勢の患者さんが骨粗鬆症治療を
受けることができるようになった一方で、特に注射製剤の投与間隔の誤認や、経口製剤と
の重複がなされるケースも生じています。
　例えば、ある医療機関で注射製剤が投与されている患者さんに、別の医療機関でビスホ
スホネート製剤が投与されるケースや、注射製剤が投与されている患者さんが転医した場
合に、次回の投与時期を誤認して投与間隔を短縮または、延長させてしまうケースもあり
ます。こうした重複投与や投与間隔の短縮・延長は、各薬剤の効果を減弱させるだけでな
く、高カルシウム血症や低カルシウム血症などの合併症が生じるリスクを高めてしまうた
め、医療安全上、十分な注意が必要です。各注射製剤には、メーカーから提供される専用
の手帳や次回の投与時期を記載することのできるシールが用意されていますが、お薬手帳
には記載されないため、専用の手帳の確認が必要です。また、患者さんは高齢者であるこ
とが多く、自身に投与されている注射製剤について十分に理解ができていない可能性もあ
るため、投与間隔や他剤との併用に関する注意事項については、家族にも説明をしておく
必要があります。
　骨粗鬆症治療は注射製剤の登場により、強い骨折予防効果が得られるようになりました。
多様な投与方法についての十分な理解を患者さん、家族と共有することで安全に治療を行
い、骨折予防に取り組む必要があります。
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【特別講演Ⅰ】　13：15 ～ 14：15
「地域の実情に応じた医療提供体制のあるべき姿について」

 日本医師会　今村　聡 副会長

　新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大に伴う医療提供体制のひっ迫により、入院治療の
必要な患者が入院できない状況を鑑み、５疾病５事業に、「新興感染症等の感染拡大時における
医療」を加えて６事業とした。有床診療所が実施するコロナ感染症への対応として、発熱外来、
抗原検査・PCR検査、ワクチン接種がある。またコロナ患者の回復期、コロナ以外の患者の回復
期の後方支援という大きな役割も担ってもらっている。ワクチン個別接種の全体推計は8.9万回だ
が、有床診療所はそのうち相当数を実施したと推測する。ぜひその実数を出していただきたい。「外
来機能報告制度」は事務負担が増えるが、有床診療所では基本的に、｢紹介受診重点医療機関｣の
意向の有無の回答のみとした。「かかりつけ医」の役割は若い世代にも浸透してきている。かか
りつけ医を中心とした地域医療、地域包括ケア構築がさらに重要とされ、患者・国民からの健康
にかかわる幅広い問題に対処可能な有床診療所への期待は大きいと考えている。

【特別講演Ⅱ】　14：15 ～ 14：55
「外来機能報告制度及び地域医療構想／医療計画の最近の動き」

 厚生労働省 医政局 地域医療計画課　鷲見　学 課長

　外来機能の明確化・連携に当たっては、診療科ごとの 外来医療の分析、紹介・逆紹介の状況
の分析をできる限り行うとともに、紹介を基本とする医療機関からの逆紹介の促進を図る。外来
機能報告制度は、重点外来（がん化学療法、MRI・CT検査など）とその他の外来機能（糖尿病、
生活習慣病、往診、訪問診療など）があり、それぞれ報告するような制度とする。また、日常行
う診療はかかりつけ医機能を担う身近な医療機関で受け、必要に応じて患者自身の状態にあった
他の医療機関を紹介し、さらに逆紹介によって身近な医療機関に戻るという流れをより円滑にす
る。紹介状なしで大病院（200床以上）を受診する場合の定額負担（選定療養）を現行より増額
する。また2024年から2028年にかけての第８次医療計画に、「新興感染症等の感染拡大時におけ
る医療」が追加され、「５事業」が「６事業」となる。 

【総括】 全国有床診療所連絡協議会　齋藤　義郎 会長

感想 ）１月23日現在、新型コロナウイルス感染症が日々増加しており、中国、四国の各県で医療ひっ
迫度に差があるものの、いずれの県も対応に苦慮している様子が伺えた。

　　 　新しく創設される「外来機能報告制度」は、糖尿病や生活習慣病などの通常の内科診療や
在宅医療も含まれる、報告事項が増え、事務作業がより膨大になることが懸念される。

　　 　大病院を受診する際の定額負担の範囲拡大は、病院への受診が一部抑制され、紹介元の診
療所（かかりつけ医）の責任が増す可能性がある。

　　 　有床診療所は「かかりつけ入院医療機関」として、無床診療所よりも医療提供範囲が広く、
また介護にも理解が深い医療機関として地域への医療貢献が求められている。

　　 　第８次医療計画に「新興感染症の感染拡大時における医療」が盛り込まれる。このところ
ほぼ10年毎に「SARS」、「新型インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」が流行しており、
パンデミックの際に医療が混乱しないような方策を予め検討しておくことが望まれる。

 （木村　丹　有床診療所協議会専務理事）

1881


